
 
 

（事務手続き） 次のパターンのどれか(P52(文科省資料)) 

 

 

 

 

 

 

 

（副食費の算定方法）国が示す便宜的な方法 →P132で再述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

食材自己購入

の場合は便宜

算定不可 

225 円×給食実施日数

に変更になっています 
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外部搬入で

業者が算出

できない場合

便宜算定可 



 
 

 

 

 

無償化される保育料の範囲について市町村の確認を得ておく必要があります。入園料は保育料に含まれます（給付上限額 25700 円/月と

の比較に当たっては、入園年度の各月の保育料に入園料を月額換算した額（当該年度の在籍月数（1 年間の場合は 12、半年間の場合は 6）で除した額）

を加えたものを保育料の額とします）。「教材費」や「施設整備費」の名称で保護者から徴収しているものは、FAQ が出ています。 

 

なお、保育料や食材料費（給食費）については制度スタート前に、市町村が給付に必要な情報として現況確認を行うと思われます。 

  ①私学助成園（保育料に給食費を含めていた場合）が食材料費を新たに実費徴収する場合や②私学助成園が保育料を引き上げ

る場合には、市町村との間の事務手続き（届出等が必要か？）を確認する必要があります。 

また、国は無償化に関連して保育料の実態（保育料値上げの理由等）調査を行っています。 

 

 

 

市町村や都道府県によっては、保育料の無償化上限の引上げ、食材料費（給食費）への助成拡大など独自の支援策を国の施策に

上乗せして実施する団体がありますので、ある場合にはその内容・手続き等について確認をする必要があります。 

 

 

市町村は、保護者や住民に対し、無償化の内容等について周知を予定しています。どのような方法で行われるのか（例えばリーフレ

ットの作成、ホームページ等）、その内容、タイミングを把握し、園から保護者への説明に活用することが重要です。 

Ⅲ 市町村や都道府県の独自施策の有無 

 

Ⅳ 保護者への広報資料の提供の有無 

 

Ⅱ 保育料、食材料費（給食費）、その他の実費徴収に関する市町村の指導方針の確認 
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P131の次に追加 

 

令和元年 9 月 13 日付通知・FAQ で国の方針が示されました。 

 

私学助成園について、給食費について、保育料として一体的に徴収している場合には消費税が非課税とされてきましたが、無償化後

も同じ取扱いになることとなりました。ただし、園が保護者に発行する領収書においては、保育料のうち無償化の対象になる部分と対象

にならない給食費等の実費弁償部分を区分する必要があります。（通知第二１（２） P4） 

（FAQ） 
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（２）  給食費（食材料費）を保育料に含めていない場合 

 これまで通りに給食費を徴収することになります。 

（３）  補足給付のための副食材料費の算定 

いずれの場合でも、低所得者及び第 3 子以降の子どもへの補助事業（補足給付）が行われる場合、給食費のうち、副食分の食材料

費の額を示すよう市町村から求められます。その場合、国が便宜的な方法を示しており、市町村がどの方法を選択するのか、確認をす

る必要があります。 

（副食費の算定方法）国が示す便宜的な方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食材自己購入

の場合は便宜

算定不可 

外部搬入で

業者が算出

できない場合

便宜算定可 

225 円×給食実施日数

に変更になっています 
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  幼稚園が 2 歳児を対象に実施している以下の事業の扱いについて、国の自治体向け想定問答には次のような記載があります。基

本的な考え方は、保育所等においては、住民税非課税世帯の場合は、3 歳未満児も無償化の対象になりますので、これとのバランス

上、保育の必要性を認められる住民税非課税世帯の子どもについては、一定の要件を満たす場合には、幼稚園が実施するこれらの

事業も無償化の対象とするという考え方と思われます。2 歳児教室については下記要件の下、児童福祉法の幼稚園併設の認可外施

設としての届出の対象となりましたので、この届出をした施設については、保育の必要性を認められる住民税非課税世帯の子どもにつ

いて無償化の対象となります。 

  具体的な手続き等については、市町村にお問い合わせ願います。 

１ 一時預かり事業（幼稚園型）Ⅱ 

 

 

 

 

 

２ 2 歳児教室（プレスクール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園の行う２歳児対象の事業について 
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